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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成ユニットの基板として用いられる光学素子を備え、３つ以上の視点を有し、複
数の人々が同時に見ることのできる、３次元映像を見るための自動立体ディスプレイの製
造方法であって、以下の段階、すなわち
　平坦な支持体に形成された光学素子を準備する段階、
　光学センサ装置を利用して、前記光学素子の位置情報、すなわち前記光学素子の正確な
位置を記述する情報、を決定する段階、
　前記光学素子の位置情報に基づいて、前記光学素子の裏面、すなわち、前記自動立体デ
ィスプレイの観察者とは反対側の前記光学素子の面に、前記画像形成ユニットを形成する
際に用いる制御パラメータを計算する段階、および
　前記光学素子の裏面に、前記光学素子を基板として用い、前記制御パラメータに基づい
て前記画像形成ユニットを形成する段階、
を含み、
　前記光学センサ装置は、
　　光源、およびカメラを用いた検出手段が使用され、前記光源は前記光学素子の前面を
照らし、前記光学素子を通過した画像が前記光学素子の裏面でカメラを用いた検出手段に
よって取り込まれ、取り込まれた画像が前記光学素子の位置情報を決定するのに用いられ
るものであるか、もしくは
　　レーザセンサを備え、前記レーザセンサは前記レーザセンサから前記光学素子の表面
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までの距離を測定するのに用いられ、測定された距離は前記光学素子の位置情報を計算す
るのに用いられるものであり、
　前記画像形成ユニットは、複数の独立した発光画素を備え、前記発光画素のそれぞれが
、所定の色系列のうちのある色、または３次元映像の物体のエッジ情報を表すグレー値を
有する明暗情報を表現することによって、人間の脳の３次元立体映像の認識を容易にする
こと、を特徴とする自動立体ディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　前記光学素子としてレンチキュラーレンズ構造、すなわち、断面が半円形の細長い凸レ
ンズが複数平行に並んだ輪郭構造の光学素子が使用されることを特徴とする、請求項１に
記載の自動立体ディスプレイの製造方法。
【請求項３】
　前記光学素子としてパララックスバリア構造、すなわち、バリア要素が好ましくない視
点を遮り、見る人が空間の印象を知覚するのに必要な視点だけを見えるようにする構造の
光学素子が使用されることを特徴とする、請求項１に記載の自動立体ディスプレイの製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学素子と画像形成ユニットを備えた自動立体ディスプレイの製造方法と、
平たい支持体に光学素子と画像形成ユニットを備えて３次元映像を視覚化するための自動
立体ディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動立体視覚化システムは、自動立体ディスプレイやスクリーンの前にいる１または数
名の観察者が、赤青メガネ、シャッタメガネ、偏光メガネなどの視力補助器がなくても３
次元映像を見ることができるようにする。このために、ディスプレイにパララックスバリ
ア（Ｐａｒａｌｌａｘ Ｂａｒｒｉｅｒ）やレンチキュラーレンズを配置する。
【０００３】
　このような自動立体ディスプレイの種類は極めて多くが知られており、ＷＯ２００７／
１２１８１９にはその一例が紹介された。このような公知の自動立体ディスプレイは、既
存の２Ｄディスプレイに自動立体アダプダディスクを追加する方式によって製造される。
アダプダディスクは、ディスプレイに着脱が可能である。今まで適用された自動立体ディ
スプレイは、先ず画像形成ユニットにおいて２Ｄディスプレイを基板に配置した後、自然
な３次元映像が感じられるように多様な視点を形成する光学素子が２Ｄディスプレイに設
置される。
【０００４】
　自動立体ディスプレイの場合、光学素子に対する画像形成ユニットの位置が極めて重要
となる。この場合、０．００１ｍｍ範囲内の位置情報が利用される。例えば、光学素子に
対する画像形成ユニットの位置が完全に平行でなければ、モアレ現象（Ｍｏｉｒｅ Ｅｆ
ｆｅｃｔｓ）が生じることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００７／１２１８１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、自動立体ディスプレイの製造過程を単純化しながらもその品質がさらに高ま
るように、既存の自動立体ディスプレイの製造方法を改善することを目的とする。また、
本発明は、このような方法に合う自動立体ディスプレイを形成することを他の目的とする
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。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のこのような課題は、請求項１の特徴を有する自動立体ディスプレイの製造方法
によって解決される。請求項１に係る本発明の方法は、次のような段階を含む。
【０００８】
　先ず、光学素子が準備される。光学素子は一種のフィルタであって、一方向に１つの視
点だけが生じるようにする。光学素子は、平行な支持体に形成されることができる。支持
体材料としては、ガラスやアクリル、特にグリコールを含んだポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴＧ）を使用することができる。
【０００９】
　光学素子の位置情報はセンサ装置、特に光学センサ装置を利用して決定される。決定さ
れた位置情報は、光学素子の正確な位置と特性を説明する。
【００１０】
　前記位置情報を考慮し、画像形成ユニットが光学素子の後面に形成される。光学素子の
後面は自動立体ディスプレイの観察者の反対側であり、光学素子の前面は観察者に見える
側である。したがって、ディスプレイパネルや画像形成ユニットの支持体が光学素子であ
る。このために、本発明では、画像形成ユニットと光学素子に発光画素、特にサブピクセ
ルを割り当てるときに正確度がより高くなる。また、製造過程が減って製造時間も短縮さ
れる。さらに、画像形成ユニットと光学素子の間の補正も不必要となる。
【００１１】
　すなわち、本発明によれば、自動立体ディスプレイの製造過程が大きく単純化し、より
高い品質の自動立体ディスプレイを得ることができる。
【００１２】
　光学素子としてはレンズ、特にレンチキュラーレンズが使用されることができる。レン
チキュラーレンズは、垂直に伸びる多数の平行な円筒型の溝からなるレンズである。レン
チキュラーレンズは、水平線で所望したとおりに光を分布させる。このために、レンチキ
ュラーレンズを見る観察者の視野に多数の区域が分配される。人間の脳は、このような情
報を受けて立体映像を形成する。
【００１３】
　一方、光学素子としてバリア構造、特にパララックスバリア構造を利用することができ
る。この場合、バリア構造が誤った視野を遮り、観察者には特定の視点のみが認識される
ため、観察者のための立体映像が生成される。バリア構造を形成するために、例えば光を
透過させることができる黒色線がガラス支持体に印刷されることがある。
【００１４】
　画像形成ユニットの形成工程を制御する制御パラメータは、位置情報を基準として計算
されることができる。
【００１５】
　位置情報を撮影するためのセンサ装置としては光源と検出手段、例えばカメラを備えた
光学センサ装置を使用することができる。
【００１６】
　光源は光学素子の前面を照らし、このように照らされた光学素子の映像を撮影するよう
にすることが好ましい。撮影された映像を基準として光学素子の位置情報が決定される。
この場合、レンズ境界の溝やバリアが黒色線に見えることがある。したがって、撮影され
た映像を簡単に映像処理し、レンズ境界やバリアの正確な位置が陰影形態や黒色線形態で
検出される。これにより、画像形成ユニットの形成過程のための制御パラメータが計算さ
れることができる。映像処理作業を行うとき、基本的にはすべての既存の映像オペレータ
を考慮することができる。本発明では、例えばソーベルオペレータ（Ｓｏｂｅｌ－Ｏｐｅ
ｒａｔｏｒ）のような線形フィルタや、拡張や腐食のような形態学的オペレータが可能で
ある。また、統合された形態学的オペレータも考慮することができ、オペレータによって



(4) JP 6142985 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

は、例えば雑音を抑制するために先ずは閉めた後に開くことができる。
【００１７】
　センサ装置としては、レーザセンサを備えた光学センサ装置が使用されることができる
。
【００１８】
　レーザセンサによって光学素子表面までの間隔を測定することができ、この間隔を基準
として光学素子の位置情報が決定される。具体的には、光学素子の前面から光学素子の表
面までの間隔がレーザセンサによって測定される。したがって、溝やバリアは、レーザセ
ンサによってより大きい間隔として検出されることができる。この情報を利用することに
よってレンズやバリア構造の位置情報が計算され、このような位置情報は画像形成ユニッ
トの製造に使用されることができる。
【００１９】
　また、導体を光学素子の後面に配置することができる。このような導体構造は、画像形
成ユニットや発光画素を制御するのに使用される。
【００２０】
　導体を形成するとき、光学素子の位置情報が使用されることができ、この場合には製造
工程を単純化することができる。
【００２１】
また、画像形成ユニットは、所定のレイアウトによって配置される発光画素を含むことが
でき、このようなレイアウトによって光学素子の後面に発光画素が配置される。発光画素
は画像形成ユニットを形成し、発光画素がサブピクセルに相応する。それぞれの発光画素
やサブピクセルが所定のレイアウトによって、例えばＲＧＢやＲＧＢＷに合わせて光学素
子の後面に形成される。サブピクセルも同様に、位置情報や位置情報から計算された制御
パラメータによって制御される。
【００２２】
　画像形成ユニットの発光画素の制御のために、導体を発光画素に配置することができ、
このときの過程は前記制御パラメータによって制御される。
【００２３】
　３次元映像を視覚化するための本発明に係る自動立体ディスプレイと関連する上述した
課題は、請求項１３の特徴によって解決される。前記３次元映像を視覚化するための本発
明に係る自動立体ディスプレイは、画像形成ユニットが光学素子の後面に形成されたこと
を特徴とする。
【００２４】
　画像形成ユニットに所定のレイアウトによって発光画素を配置することができる。
【００２５】
　このような発光画素は、独立素子で形成されることができる。自動立体ディスプレイの
場合、表示する視点の割り当てがサブピクセル平面でなされる。この場合、ピクセルへの
統合は関連がない。したがって、ピクセルがすべて必ず正方形である必要はない。それぞ
れのサブピクセルや発光画素は独立素子である。それぞれのサブピクセルや発光画素は、
選択されたカラーシステムのうちの１つのカラーを有し、水平垂直方向に同じサイズを有
する。このときは、発光画素やサブピクセルが正方形に形成されることができる。
【００２６】
　自動立体ディスプレイの発光画素は、所定のカラーシステムのうちのカラーや明暗情報
を表示することができる。したがって、発光画素やサブピクセルが、ＲＧＢやＣＭＹのよ
うなカラーサブピクセルや明暗サブピクセルであることもできる。カラーピクセル内部に
は、ディスプレイされる視点のサブピクセルのカラー情報がディスプレイされる。明暗サ
ブピクセルはグレースケール値であって、３Ｄ感覚を支援する映像特徴を有する。明暗サ
ブピクセルが白色や黄色光によって明暗情報を表示することができる。本発明は、人間の
目が約１億１０００万個の光受容体と約６５０万個のカラー受容体を有するという事実を
考慮した。さらに、人間の脳が３次元立体映像を構成するために、物体のエッジを重要部
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分として使用するという事実も考慮した。したがって、明暗サブピクセルを通じてエッジ
情報がディスプレイされれば、遥かに多くの数の光受容体を通じて脳に映像が入力される
ため、脳の作業が容易になる。その結果、人間の目は立体映像をより適切に感じることが
できる。
【００２７】
　基本的に、画質改善のためにディスプレイされるサブピクセルの個数が大きく増加する
ことは事実である。自動立体ディスプレイは、追加視点を計算／合成するために使用され
る受信された立体映像のものよりも１０～２０倍多いサブピクセルを有する。このような
より多くの個数のサブピクセルは、合成される多数の視点から、１視点あたりより多くの
個数のピクセルを示すことができるようにする。現在の高画質映像やビデオの大部分は、
１行あたり５，７６０個のサブピクセルずつ、１，９２０×１，０８０個のピクセルを有
する。特徴情報を表示する追加明暗サブピクセルを１０倍にし、このようなサブピクセル
を考慮すれば、自動立体ディスプレイが７６，０００×１，０８０個以上のサブピクセル
を有することができる。自動立体ディスプレイの場合、サブピクセル－平面において視点
の割り当てがなされるという事実が考慮される。ここでは、ピクセルへの統合は関係がな
い。ピクセルのすべてのサブピクセルがすべて正方形である必要はない。むしろ、それぞ
れのサブピクセルは独立素子である。サブピクセルごとに選択されたカラーシステムのう
ちの１つのカラーを有し、水平垂直方向に同じサイズを有する。現在のＯＬＥＤ技術やナ
ノ技術に上述した特徴が、技術的に何らの問題なく実現されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明に係る一実施形態の光学素子の位置情報を検出するためのレーザセンサの
行方式のスキャンを示すグラフである。
【図２】本発明に係る自動立体ディスプレイの一実施形態の新たなサブピクセルレイアウ
トと比較される従来のサブピクセルレイアウトである。
【図３】本発明に係る自動立体ディスプレイの他の実施形態に係る新たなサブピクセルレ
イアウトと比較される従来のサブピクセルレイアウトである。
【図４】図３のサブピクセルレイアウトであって、より多くの数の相違した視点が制御さ
れる。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明について詳しく説明する。
図１は、本発明の一実施形態に係る光学素子の位置情報を検出するためのレーザセンサの
行方式のスキャンのグラフである。レーザセンサは、光学素子の正確な位置を検出する。
このグラフのｘ－軸はレーザセンサの位置、ｙ－軸は測定物体である光学素子までの測定
深さである。グラフにおいて、ｄは光学素子からレーザセンサまでの測定間隔である。測
定過程で検出された光学素子（例：図１の場合、レンチキュラーレンズ）の境界（ｇ）は
、制御パラメータを計算するための位置情報として利用される。
【００３０】
　したがって、図１のグラフの実施形態では、レーザセンサによって正面からから光学素
子表面までの間隔が測定される。このために、溝やバリアは、レーザセンサエラーからさ
らに遠い間隔で検出される。レンズやバリアの位置情報、言い換えれば光学素子の境界の
構造の位置が決定され、このような位置情報から画像形成ユニットの形成工程に用いられ
る制御パラメータが計算される。
【００３１】
　基本的に、自動立体ディスプレイは、下記のように製造される。
１．先ず、適当な支持体にレンズやバリアとして光学素子を形成する。
２．次に、支持体の裏面に第１導体パターンを付着する。このとき、光学センサが光学素
子の正確な位置を検出し、位置情報によって自動立体ディスプレイ製造過程が制御される
。
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。この段階も同様に、所定の位置情報によって制御される。
４．最後に、必要であれば追加導体がサブピクセル構造に形成される。この段階も、所定
の位置情報または位置情報で計算された制御パラメータによって制御される。
【００３２】
　ディスプレイパネルの支持体は光学素子自体である。このような光学素子によってサブ
ピクセルと光学素子を割り当てるとき、正確度がさらに高くなると同時に製造段階が減り
、製造時間がさらに短縮される。同様に、画像形成ユニットと光学素子の間の補正も不必
要となる。
【００３３】
　他の実施形態によれば、光学センサユニットが光学素子の前面を照らす光源でなされる
ことができる。光学素子の後面では、カメラが照らされた光学素子の映像を撮影する。こ
のとき、レンズ境界が溝形状に見えたり、バリアが黒色線に見えることがある。簡単な映
像処理作業によってレンズ境界やバリアの正確な位置が検出され、サブピクセルの形成の
ための制御パラメータが計算される。
【００３４】
　図２の左側は、３つのサブピクセルＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）を有する従来のピク
セルレイアウトである。このようなサブピクセルによって光学素子（Ｏ）としてレンチキ
ュラーレンズを使用するとき、３つの視点（１、２、３）が作動する。図２の右側は新た
なサブピクセルレイアウトであって、本発明に係る自動立体ディスプレイの各個サブピク
セルは正方形の形状を有する。ここでは、９個のサブピクセルによって９種類の視点が光
学素子（Ｏ）によって制御される。
【００３５】
　図３の左側も同様に、従来のピクセルレイアウトである。図３の右側は、本発明に係る
自動立体ディスプレイの他の実施形態を示している。本実施形態では、遥かに精密かつ詳
細なサブピクセル構造が形成された。すなわち、従来の３個のサブピクセルの代わりに１
４４個のサブピクセルが形成された。このとき、サブピクセルＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（
青）は、明暗情報を示すためにサブピクセルＷ（白色）で補われる。図に示す実施形態で
は、１４４個のサブピクセルによって３６個の視点が制御される。
【００３６】
　図４は、図３のサブピクセルのレイアウトであって、１４４個の個別サブピクセルが１
４４個の視点を制御するのに使用される。自動立体ディスプレイを製造するとき、映像を
形成するパネルが光学素子（Ｏ）の後面に配置される。このとき、光学センサがレンズや
バリアの正確な位置を検出する。その後、前記情報は、映像を形成するサブピクセルの形
成過程を制御するのに使用される。
【００３７】
　本発明の装置および方法に関するさらなる有利な実施形態に関しては、繰り返しを回避
するため、付属の請求の範囲を参照のこと。
【００３８】
　最後に、上記の本発明の方法および装置の実施形態は、単なる説明を目的とするもので
あり、実施形態を限定する目的のものではないことに留意されたい。
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